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XVIXVIXVIXVI．．．．声声声声    楽楽楽楽    

                （表１６） 

 

 

表 16の記号 

          音節のスラー 

     第 1と第 2の言語に対する音節のスラー                  

     第 3と第 4の言語に対する音節のスラー                     

      1 つの言語の同一の詞において音節に変化がある時のスラー 

     フレーズ初めと終わり 

       1つの音で歌われる 2つの音節 

        1つの音で歌われる 3つの音節 

        ハーフブレス 

        フルブレス 

      １音に入る複数の歌詞を纏める 

       歌詞を 1回繰り返す。 つまりのように 

       歌詞を 2回繰り返す 

  あるいは、   歌詞を 3回(あるいは何回か)繰り返す 

 

 

１６－１ 

  声楽のパートは、歌詞のためにスラーをつけて対応する以外は、器楽のパ

ートのように点訳される。 

 

１６－２ 

  歌詞の行は、それに対応する旋律の行と交互になる。 

歌詞の部分は、歌詞である事を示す前置符  か、あるいは点訳ページでの

配置によって、見分けられる。 

 

１６－３ 

  歌の旋律の部分は、音符であることを表す前置符  によるか、あるい

は点訳ページでの配置によって、見分けられる。 

もし歌の旋律の中に音程が出てきた時は、音程を読む方向を示す注意書きを記

さなくてはならない。 
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１６－４ 

  国により、歌詞が先で歌の旋律が後に書かれたり、歌の旋律が先で歌詞が

後に書かれることもある。この章での例は、声楽曲の点訳方法のいろいろな可

能性を示している。 

 

１６－５ 

  “rit．”や“accel．”“a tempo”のような指示が、墨字譜において伴奏部分

にしか出てこない場合には、それらを点字譜の声楽パートに付け加えるのは 

有用である。 

 

１６－６ 

  歌の旋律とその歌詞は、墨字のように縦に一直線にはならない。 

それゆえ、音節と音符との関連は、例１６－７から例１６－１０に示された記

号を使って、非常に明確になされなくてはならない。 

 

１６－７ 

  音符間のスラー  は、1つの音節を２つの音で歌うということを示してい

る。１つの音節を５つ以上の音符で続ける時には、この記号を連続で使用する。

  の記号は、フレーズのために使う。この記号は、音節と音符との関

連においては使わない。 

 

 例１６－７ 

 

  

   

  

  

 

 

 

１６－８ 

  1 つの音符に２つか３つの音節や母音がある時、 か の記号を対応す

る音符の後に記す。 
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歌詞の方では、1音符に対応する音節や母音は、 と の記号で囲う。 

 

例１６－８ 

            

     

    

    

    

 

 

 

 

 

 

１６－９ 

  歌が２つ以上の言語で書かれている時、１小節内の音節の数は、それぞれ

の歌詞によって違ってくる可能性がある。 

指記号が後についたスラー記号は、どちらの言語に対応しているかを示す為に

使われる。 例１６－９の３小節目では、初めのスラーは両方の言語に適用さ

れ、2つ目のスラーは第２の言語の方だけに適用される。 

  

例１６－９ 
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１６－１０ 

  同じ言語で書かれた一節あるいは二節の歌詞が繰り返された時に音節に違

いがある場合には、 のスラーは、歌詞の一方にのみ適用されることを示し

ている。 

 

 例１６－１０ 

        

    

    

   

 

   

 

１６－１１ 

  ブレス記号は息をつぐ場所に記され、その次の音には音列記号は必要ない。

墨字でのブレス記号はいろいろな形がある。 

ある作曲家がハーフブレスとして使っている記号が、他の作曲家や音楽出版者

によってはフルブレスとして使われていることもある。 

ハーフブレスかフルブレスかはっきりしない時は、それを点字で表すと共に、 

墨字での記号の形を説明する点訳者注を付けるべきである。 

例１６－１１は墨字のみであるが、ハーフブレスでもフルブレスでも使う墨字

の一般的な記号を示している。 

 例１６－１１ 

       

 

１６－１２ 

  墨字譜での繰り返し以外で、点字で用いられる繰り返しは、少ない小節数

を繰り返す方法と、点字のセーニョ（中間部の後にアリアが最終的に繰り返さ

れるような、非常に長く明らかな繰り返し）だけである。 
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１６－１３ 

  歌詞の言葉や節は、 の記号を前後にマス空けなしで記すことによって、

繰り返される。繰り返しが 2回なされるなら（３回歌われるということ）、記号

は前か後ろのどちらかを（両方ではない）連続にする。 

もし３回以上なら、数字を記号と共に使う。その数字が繰り返しの数を示して

いる。 例１６－１３は点字のみであるが、“Amen”を６回歌う時の、2 つの

表記法を示している。 

 

 例１６－１３ 

    （あるいは）    

 

 

１６－１４ 

  旋律の一時的な分奏や二者択一の場合は、音程法や部分けで書かれる。 

もし墨字譜に小さく書かれているならば、小音符記号 （表１Ａ）を使わな

くてはならない。 

 

１６－１５ 

  声の音域が別に指示されている時は、墨字に書かれているように点訳すべ

きである。 

 例１６－１５ 

           

                  
 

 

１６－１６ 

  音符と歌詞を縦に揃えるための音節間の墨字のハイフンは、点字には記さ

ない。 

 

１６－１７ 

  墨字において、テノールパートを実音より 1オクターブ高く、ト音記号で 

記していても、点字では通常、実際に歌われている高さで記される。 
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１６－１８ 

  声楽アンサンブルや合唱曲のスコアは、独唱曲で使われる書式を、各声部

に対して論理的に拡大したものである。 

歌詞が全てのパートで同じである場合は、一度記せばよい。 歌詞が異なる場合

は、それぞれの声部毎に記す。 

 

１６－１９ 

  鍵盤楽器の伴奏は、合唱スコアには記さない。 

別に点訳し、通常、重要なテーマのアウトラインや、歌の出だしや、アンサン

ブルの特徴的な部分を記す。 

器楽の伴奏は、それ自体のスコアがあり、ピアノがあれば記し、声楽部分のア

ウトラインも記す。 

 

 

 


